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１．産業廃棄物の電子マニフェスト制度の概要・業務フロー図

（出典）環境省
https://www.env.go.jp/other/basic plan for online procedures enhancement/r030421/pdf/manifest system of industrial waste overview.pdf

電子マニフェストは、特定の産業廃棄について排出事業者・収集運搬業者・処分業者の三者
全てが使用することで初めて機能するシステム（当該廃棄物について1者でも使用していなけ
れば使用不可）
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説明会等による周知徹底によって普及率を上げる方針と認識。

1. 事業者の加入促進
① 多量排出事業者に対する重点的加入促進：特別管理産業廃棄物多量排出事業者を対象とした電

子マニフェスト導入説明会を全国で開催、事務処理費用の削減や産業廃棄物管理票交付等状況
報告が不要となるなど、電子マニフェスト導入によるメリットが特に大きい多量排出事業者に
ついては、建設業、製造業等の業界団体を通じて加入促進を図る

② 少量排出事業者に対する加入促進：後述する処理業者による電子マニフェスト 登録支援機能な
どの充実により、処理業者側のアプローチで少量排出事業者の加入を促進

③ 処理業者に対する加入促進：排出事業者の契約先である処理業者が電子マニフェストに加入す
ることにより、排出事業者の電子マニフェスト加入促進につながることが期待される。電子マ
ニフェストの加入は、処理業者の優良認定制度の要件となっているほか、環境配慮契約法によ
り、産業廃棄物の処理に係る契約の入札参加資格 3 を付与する際の評価項目となっている。こ
れらのメリットをJW センターが実施している講習会や都道府県と連携した説明会等の機会を通
じて周知することにより、処理業者の加入促進を図る

2. 行政機関による利用促進
3. 電子マニフェストシステムの改善
4. 電子マニフェスト情報の有効活用の検討
5. 普及促進策の実施

（出典）環境省
https://www.env.go.jp/other/basic plan for online procedures enhancement/r030421/pdf/manifest system of industrial waste basic plan.pdf

３．環境省の基本計画におけるアクションプラン（抜粋）






